
小児がんセンター長　松本 公一
　　　　　　　　　　　　（まつもときみかず）

小児がん拠点病院と中央機関の役割
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小児がん中央機関アドバイザリーボード
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日本の小児がん（新患）

”小児がん”の特徴

■治癒率が高い＝小児がんサバイバーの増加

■小児にしか発症しないものがある

■年間発症数は2000～2500
成人がん患者は69万人と多い。
３人に１人ががんで死亡する計算

成人での年間の死亡数は35万人
20歳代の700人に一人は小児がん経験者となる

網膜芽腫、神経芽腫など成人発症はまれ
成人になった時に、どこに罹ったらいいかわからない

■治療は成人と比較して強力
晩期合併症も多い。



重点的に取り組むべき課題
がん対策推進基本計画 平成２４年６月

1. 放射線療法、化学療法、手術療法の更なる充実と
これらを専門的に行う医療従事者の育成

2. がんと診断された時からの緩和ケアの推進

3. がん登録の推進

4. 働く世代や小児へのがん対策の充実



小児がん拠点病院　
2013.2～

国立成育医療
研究センター

東京都立小児総合医療センター

埼玉県立小児医療センター

神奈川県立こども医療センター

東北大学病院

北海道大学病院

三重大学医学部
附属病院

九州大学病院

広島大学病院

兵庫県立こども病院

京都府立医科大学
附属病院

京都大学医学部
附属病院

大阪母子総合医療センター

大阪市立総合
医療センター

名古屋大学医学部
附属病院

小児がん拠点病院の指定要件

1 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提供

2 化学療法の提供体制

3 緩和ケアの提供体制

4 病病連携・病診連携の協力体制

5 セカンドオピニオンの提供体制

診療体制 (1) 診療機能

レジメン委員会、キャンサーボード

緩和ケアチーム、緩和ケアカンファ



診療体制 (2) 診療従事者

小児がん拠点病院の指定要件

１　専門的な知識及び技能を有する医師の配置

２　専門的な知識及び技能を有するコメディカ
ルスタッフの配置

３　その他

放射線、化学療法、緩和ケア（身体症状の緩和および精神症状の緩和）、病理医

放射線技師、化学療法薬剤師、緩和ケア看護師（＋薬剤師、心理士）、細胞診技
師、小児看護又はがん看護専門（認定）看護師、チャイルドライフスペシャリス

ト、臨床心理士、社会福祉士

各診療科を包含する居室等の設置、医師の専門性及び活動実績等を定期的に
評価し、当該医師がその専門性を十分に発揮できる体制を整備

小児がん拠点病院の指定要件

研修の実施体制

情報の収集提供体制

臨床研究に関すること

相談支援センター

院内がん登録

小児がん中央機関による研修を修了した小児がん患者及びその家族等の抱える
問題に対応できる専任の相談支援に携わる者を1人以上配置する

小児がん中央機関による研修を受講したがん登録の実務を担う者を1人以上配
置する

地域の医療機関等の医療従事者も参加する小児がんの診療、相談支援、がん
登録及び臨床試験等に関する力ンファレンスや勉強会等を毎年定期的に開催する

患者の発育及び教育等に関して必要な環境整備



47.4% 

28.1% 

35.3% 

41.0% 

59.4% 

26.6% 

38.6% 

北海道 

東北 

関東甲信越 

中部 

近畿 

中四国 

九州・沖縄 

小児がん拠点病院による
地域別小児がん推定捕捉率

中四国地区は１つしか拠点病院がなく、
十分なカバーはできていない

近畿地区は５つも拠点病院があ
るため、比較的充足していると

言える

小児がん中央機関の役割

(1)小児がんに関する相談支援の向上に関する体制整備を行うこ
と。また、小児がん患者・経験者の発達段階に応じた長期的な
支援のあり方について検討すること。 

(2)小児がんに関する情報を収集し、広く国民に提供すること。
(3)全国の小児がんに関する臨床試験の支援を行うこと。
(4)小児がん拠点病院等に対する診断、治療などの診療支援を行う
こと。 

(5)小児がん診療に携わる者の育成に関する国内の体制整備を行う
こと。 

(6)小児がんの登録の体制の整備を行うこと。 
(7)(1)から(6)の業務にあたっては、患者、家族及び外部有職者等に
よる検討を踏まえて行うこと。

H24年９月７日（H26年２月５日最終改正）厚生労働省健康局長通知
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感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱

1500万円
x15

5000万円




